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実務者分科会開催後の進め方

6月12日
幅運賃を維持するか、基準額のみの
公示とするかを検討

6月27日 第10回運賃WG
幅運賃での公示案を提示

7月中
地方運輸局等において新幅運賃を公示

幅運賃を維持する場合

6月27日 第10回運賃WG
「基準額」を「下限額」とする公示案を提示

基準額のみの公示とする場合
↓

分科会にて概ね合意

7～8月
通達改正作業
（一定の幅による公示→「基準額」を「下限
額」とする公示）

8月末
・改正通達施行
・地方運輸局等において新運賃額（基準
額）を公示 2


